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～平成27年度委託「ラベル・SDS活用促進事業」～ 

 

  平成26年6月の労働安全衛生法の改正に伴い、SDSの交付義務対象640物質につい

てのリスクアセスメントが義務化され、また、譲渡・提供時の容器等へのラベル表示

義務の範囲も同640物質に拡大されること(平成28年6月1日より施行)から厚生労働省

の委託事業とし昨年度に引き続き、平成27年度 

は まで

は  まで

をテクノヒル㈱が実施しています。 

1. 化学物質管理に関する無料相談窓口/リーフレット 

 

2. 化学物質のリスクアセスメント支援/リーフレット 

平成２７年 ７月 ７日 【照会先】 

労働基準部健康安全課 

 課        長  幸地光彦 

 労働衛生専門官  梅澤 栄 

  電話：０９８ （８６８） ４４０２ 

沖縄労働局 
Okinawa Labour Bureau 

厚生労働省 

mailto:chemical@technohill.co.jp
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/ken-an/H27/270707_kagakubusshitsu/01_soudan_madoguchi.pdf
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/ken-an/H27/270707_kagakubusshitsu/02_houmon_shidou.pdf

